
令和８年度県有ＰＲ車両を活用したイベント運営業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和８年度県有ＰＲ車両を活用したイベント運営業務 

 

２ 業務の目的 

 徳島県が所有する「新鮮 なっ！とくしま」号（車台番号ＣＤ４８Ｇ－３０２０３。以下

「大型車両」という。）、「でり･ばりキッチン 阿波ふうど号」（車台番号ＦＥＢ７３－

５６０００８。以下「中型車両①」という。）及び令和８年度から運行の開始を予定する

防災×PR車両（仮称）（以下、「中型車両②」という。）（以下、３台合わせて「ＰＲ車

両」という。）を活用し、徳島の豊かな食の魅力を伝えるイベント（以下「ＰＲ車両イベ

ント」という。）を実施し、徳島県産品の認知度向上、消費拡大を図る。 

 

３ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 委託する業務の内容 

（１）ＰＲ車両イベントの企画、調整、運営業務 

ア イベントの実施回数及び場所 

大型車両で８回程度（徳島県内５回、関西地方２回、中部地方１回程度）、中型車両

①及び中型車両②で３０回程度（徳島県内１４回、関西地方１４回、中部地方２回、

関東地方２回程度）実施すること。 

イ ＰＲ車両イベント開催に係る運営業務の内容 

次の条件により、徳島県産品の魅力を効果的に伝えるため、キッチン機能を生かした

イベントを実施、運営すること。ただし、ＰＲ車両の運行は、別途契約する「令和８

年度県有ＰＲ車両保管管理及び運行等業務」受託者（以下「運行業者」という。）が

実施することとする。 

（ア）事務局機能 

  ＰＲ車両イベントを安全かつ円滑に実施するため、次の業務を行うこと。 

・運行業者との連絡調整 

・ＰＲ車両イベント実施に係る各関係機関との連絡調整 

・イベント保険への加入 



・参加者の安全管理、感染症予防、イベント内容に対する問合せの対応 

・必要に応じ保健所への営業許可申請の対応 

・国内の災害発生時に被災地支援を行える体制を整備すること 等 

 

（イ）企画立案 

実施場所やターゲットを事前に分析し、来場者へのアプローチ手法など、効果的な企画

を立案すること。なお、イベントの実施場所やターゲットは県が決定し、実施可否を都度

協議するものとする。受託者は、決定された場所やターゲットに対し、PR車両や県産食材

の特性を活かした最適な提供メニューや PR方法を提案すること。 

 

（ウ）情報発信 

各種メディアやＳＮＳ等を活用した事前の告知、宣伝、当日の様子など、情報発信を行

うこと。 

（エ）食材・燃料・資機材調達等 

ＰＲ車両イベントで必要な資機材（食材、食器、ＬＰガス、音響機器、ステージ等）を

適宜調達し、保管・管理すること。 

（オ）進行管理 

ＰＲ車両イベント運営マニュアル及び異物混入等の事故を防止するためのマニュアルを

作成し、準備から事後まで、毎回のＰＲ車両イベントを円滑に運営すること。 

（カ）ＰＲ車両イベント当日の運営、演出、進行 

運営進行スタッフを配置し、プログラム全体の円滑な進行管理、演出、現場でのトラブ

ル等に的確に対処するとともに、トラブル発生時には遅滞なく県に報告すること。 

ウ その他必要な業務の提案、調整、運営等 

（２）運行業務の調整 

運行業者と綿密な連絡調整を行い、安全かつ円滑なＰＲ車両運行を行うために、展開場

所までの運行経路、搬入時間等を決定すること。 

（３）業務実施計画書及び事業実施報告書の作成・提出 

毎回のＰＲ車両イベントごとに、実施日、実施場所、実施内容、その他必要な事項につ

いて記載した業務実施計画書を作成し、イベント実施日の３日前までに県に提出するこ

と。また、終了後、写真・動画や概要を記載した事業実施報告書を、県へ提出することと

する。 

 



５ 業務対象経費等 

（１） 対象となる経費 

ア 事業実施に必要な経費として、人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及

び賃借料等 

イ その他事業を実施するために必要と認められる経費 

ウ 対象経費は、他の経費と区分して整理すること。 

（２）対象とならない経費 

ア 機械・機器等の購入経費 

イ 土地・建物を取得するための経費 

ウ 国や地方公共団体等の補助金、委託費等によりすでに支弁されている経費 

エ その他、事業との関連が認められない経費 

 

６ その他留意事項 

（１）委託業務の推進にあたっては、実施内容を事前に協議するなど、県との緊密な連携

のもと、迅速かつ効率的・効果的な遂行を心がけることとする。 

（２ 災害派遣対応に係る経費は、別途契約を締結することとし、本業務の企画提案に災

害派遣経費を計上する必要はない。 

（３）この仕様書に定めのない事項については、県と協議の上、決定するものとする。 

（４）ＰＲ車両の概要等については、別紙１及び２を参照すること。 


